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A種優先株式発行要項

1. 募集株式の種類
A種優先株式

2. 募集株式の数
1,000株

3. 募集株式の払込金額
1株当たり金100,000円

4. 募集株式の払込金額の総額
金100,000,000円

5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は●円とし、増加する資本準備金の額は●円とする。

6. 払込期日
●年●月●日

7. 発行方法
第三者割当ての方法による。

8. A種優先株式に対する剰余金の配当
（1） 当会社は、●年●月●日〔注：払込期日から3年を経過した日〕（以下「優先配当開始日」という。）以降の日を剰余金の配当に係る基準日として剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当に係る基準日（以下「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主（以下「A種優先株主」という。）又はA種優先株式の登録株式質権者（以下「A種優先登録株式質権者」という。）に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株に係る払込金額相当額（但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「A種払込金額」という。）に年率5％を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が属する事業年度の初日（但し、配当基準日が優先配当開始日の属する事業年度に属する場合は、優先配当開始日とする。）（同日を含む。）から配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、1年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日割計算により算出される額の配当金（以下「A種優先配当金」という。）を支払う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先配当をしている場合、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、かかるA種優先配当の合計額を控除した額とする。
（2） ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払ったA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種払込金額に年率5％を乗じた額に達しないときでも、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
（3） A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金を超える剰余金の配当は行わない。
（4） A種優先配当金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てるものとする。

9. A種優先株式に対する残余財産の分配
（1） 当会社は、残余財産の分配をする場合、A種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株に係るA種払込金額に1.5を乗じた金額（以下「A種優先残余財産分配金」という。）を支払う。
（2） A種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対して、Ａ種優先残余財産分配金を超える残余財産の分配を行わない。
（3） A種優先残余財産分配金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てるものとする。

10. 取得請求権
（1） A種優先株主は、当会社に対して、●年●月●日〔注：払込期日から3年を経過した日〕以降いつでも、その保有するA種優先株式の全部又は一部を当会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。なお、かかる請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとする。
（2） A種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、A種払込金額に1.5を乗じた金額とする。

11. 取得条項
（1） 当会社は、●年●月●日〔注：払込期日の翌日〕以降いつでも、取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭の交付と引換えにA種優先株主が保有するA種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
（2） A種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、A種払込金額に1.5を乗じた金額とする。

12. 株主総会の議決権
A種優先株主は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができない。





13. 種類株主総会の決議の排除
（1） 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、普通株主及びA種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
（2） 当会社が普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権に関する募集事項の決定を行う場合には、会社法第199条第4項又は同法第238条第4項の規定による普通株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
（3） 当会社がA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権に関する募集事項の決定を行う場合には、会社法第199条第4項又は同法第238条第4項の規定によるA種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。



【別紙2.1】
定款変更

（前略）

第●章 株式
第●条（発行可能株式総数）
　当会社の発行可能株式総数は●株とし、普通株式の発行可能株式総数は●株、A種優先株式の発行可能種類株式総数は●株とする。

第●条（売主追加請求の非適用）
当会社は、自己の株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない 。

（中略）

第●章 A種優先株式
第●条（・・・）
上記のA種優先株式発行要項の8以降と同内容のため省略

第●条（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等）
1　当会社は、株式の分割又は併合をするときは、普通株式及び優先株式の種類ごとに同時に同一の割合でこれを行う。
2　当会社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。）には当該優先株式又は当該優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
3　当会社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てをするときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、優先株主には当該優先株式の株式無償割当て又は当該優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合で行う。

（後略）
	

～　解説　～

種類株式の設計パターンは多岐にわたるため、発行目的を明確にし、必要かつ十分な範囲を慎重に検討する必要があります。種類株式の設計方法について十分な知識がない場合には、事前に専門家へ相談しながら検討した方が良いでしょう。


















8. A種優先株式に対する剰余金の配当
優先配当に関する条文です。投資家は払込期日から3年経過以降に年率5%の優先配当を受けることができる旨を記載しています。また、ある事業年度においてA種優先株主に支払われた配当が所定の額（A種優先配当金の額）に満たない場合においても、その不足分を翌事業年度以降に繰り越すことができないこと（非累積型）、及び、A種優先株主がA種優先配当金として一定の配当の支払いを受けた後に、さらに普通株主として普通配当を受け取ることができないこと（非参加型）を記載しています。


















9. A種優先株式に対する残余財産の分配
残余財産の優先分配に関する条文です。発行会社が解散をして残余財産の分配をする場合には、普通株主に優先して、A種優先株主に対して払込金額の1.5倍を支払うものとし、それ以上の残余財産の分配をA種優先株主は受けることができないことを定めています。なお、本サンプルでは、残余分配額の算出について株式買取請求の水準（本株式引受契約第6.1条）に合わせて設定しています。


10. 取得請求権
A種優先株主が発行会社に対してA種優先株式の取得を請求することができる権利に関する条文です。会社法上、分配可能額の範囲内においてのみ発行会社はA種優先株式を取得することが可能ですが、投資家（A種優先株主）に取得請求権を付与することにより、流通性の低い非公開株（発行会社の株式）について、実質的に発行会社による買い取りを投資家（A種優先株主）に対して保証する効果があります。なお、株式買取金額の算出については本株式引受契約第6.1条に基づき設定しています。

11. 取得条項
発行会社がA種優先株主に対してA種優先株式の取得を請求することができる権利に関する条文です。本サンプルにおいては、発行会社がA種優先株主本人の同意なくして一定の金銭（A種払込金額に1.5倍を乗じた金額）を対価としてA種優先株式を買い取ることができるものとしています。なお、株式買取金額の算出については本株式引受契約第6.1条に基づき設定しています。


12. 株主総会の議決権
株主総会における種類株主の議決権の行使を制限する旨の条文です。会社法上、定款で定めることにより、株主総会において議決権を行使することができる事項の全部又は一部に関して議決権を制限することができるところ、本サンプルにおいては全部についてA種優先株主は議決権を行使できないものとしています。これにより、既存株主の議決権比率をできるだけ維持し、経営権の分散を防ぐ効果が期待できます。

13. 種類株主総会の決議の排除
種類株主総会決議を要する事項の制限に関する条文です。会社法上、一定の種類株主総会の決議については、それを要しない旨を定款で定めることができます。本サンプルにおいては、発行会社による手続的負担等を軽減する観点から、発行会社が一定の重要な行為を行う場合にはA種優先投資契約書において投資家（A種優先株主）の同意（同契約書第5.4条）が必要とする一方で、種類株主総会については、左記のとおり、種類株主総会決議を要するケースを制限することにより、種類株主総会の開催が求められる場面を限定しています。






